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（科　　　　目） （予定額）

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円下水道事業収益

なお、営業費用中公営企業会計事務支援委託料590千円の財源に充てるため、企業債500千円を

借り入れる。

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円下水道事業費用

第４条　 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

（科　　　　目） （予定額）

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円資本的収入

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円資本的支出

5,880 千円

9,959 千円

15,839 千円

1,172 千円

千円8,500

4,100 千円

　　（資本的収入及び支出）

対し不足する額2,067千円は、損益勘定留保資金2,067千円で補てんするものとする。）

100 千円

第２項 企業債元金償還金

支　　　　　　出

第１款

第１項 営 業 費 用

第３項 予 備 費

62,345 千円

収　　　　　　入

　　（収益的収入及び支出）

65,079 千円

千円12,042

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款

第１項 営 業 収 益

第２項 営 業 外 収 益

第２項 営 業 外 費 用

61,355 千円

890 千円

第３項 国 庫 補 助 金

第１項 企 業 債

第２項 他 会 計 補 助 金

収　　　　　　入

第１款 13,772 千円

支　　　　　　出

第１款

第１項 建 設 改 良 費

53,037 千円

令和８年度 黒滝村下水道事業会計予算

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）接 続 戸 数 340 戸

（２）年 間 総 排 水 量 73,585 ㎥

　　（総則）

第１条  令和８年度黒滝村下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（業務の予定量）

（３）一 日 平 均 排 水 量 202 ㎥

（４）主 要 な 建 設 改 良 事 業

浄 化 槽 設 置 工 事 5,100 千円
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(特例的収入及び支出)

の流用。

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

                             黒滝村長　植田　忠三郎

　　　　令和８年３月４日  提出

　　（他会計からの補助金）

第９条  下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、46,500千円である。

　　（一時借入金）

第６条  一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

（１）職員給与費 5,650 千円

　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した予定額に不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

下水道事業 4,100

第４条の２　 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び

債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ3,000千円及び16,000千円である。

　　（企業債）

第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的
限度額
（千円）

起債の方法 利率 償還の方法

公営企業会計適用事業 500

計 4,600

証書借入又
は証券発行

5.0％以内（ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る政府資金及び
機構資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

政府資金・機構資金に
ついては、その融資条
件による。銀行その他
の場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、村財政の
都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は
低利に借換することが
できる。
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黒滝村下水道事業会計予算実施計画

.

令和８年度



（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1　下水道事業収
益

65,079

1 営業収益 12,042

1 浄化槽使用料 12,042

2 営業外収益 53,037

1 受取利息及び配
当金

10

2 他会計補助金 38,000

3 国庫補助金 402

4 長期前受金戻入 14,625

5 消費税及び地方
消費税還付金

0

（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1　下水道事業費
用

62,345

1 営業費用 61,355

1 業務費 37,328

2 総係費 7,693

3 減価償却費 16,334

2 営業外費用 890

1 支払利息及び企
業債取扱諸費

890

3 予備費 100

1 予備費 100

令和８年度　黒滝村下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

支出
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（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1　資本的収入 13,772

1 企業債 4,100

1 建設改良企業債 4,100

2 他会計補助金 8,500

1 他会計補助金 8,500

3 国庫補助金 1,172

1 国庫補助金 1,172

（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1　資本的支出 15,839

1 建設改良費 5,880

1 建設改良費 5,880

2 企業債元金償
還金

9,959

1 企業債元金償還
金

9,959

令和８年度　黒滝村下水道事業会計予算実施計画
資本的収入及び支出

収入

支出

4



黒滝村下水道事業会計予算明細書
.

令和８年度



（単位：千円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

　 　当年度純利益（△は当年度純損失） 7,043
　減価償却費 14,625
　賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 60
　長期前受金戻入額 △ 14,625
　受取利息及び受取配当金 △ 10
　支払利息 890
　未収金の増減額（△は増加） △ 2,085
　
　小計 5,778
　
　利息及び配当金の受取額 10
　利息の支払額 △ 890
　
　業務活動によるキャッシュ・フロー 4,898
　

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
　
　有形固定資産の取得による支出 △ 5,345
　補助金等による収入 9,672
　補助金の圧縮記帳等の調整額 △ 880
　
　投資活動によるキャッシュ・フロー 3,447
　

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 4,100
　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 9,959
　
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,859
　

　　資金増加額（又は減少額） 2,486
　　資金期首残額 21,562
　　資金期末残額 24,048

令和8年度　黒滝村下水道事業会計　予定キャッシュ・フロー計算書
（令和8年4月1日　から　令和9年3月31日まで）
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総　　括

給料及び手当の増減額の明細

昇給に伴う増加分 40

その他の増減分 0

その他の増減分 △ 140

手当 40

制度改正に伴う増加分 0

給与 △ 79

給与改定に伴う増減分 0

昇給に伴う増加分 61

0 57 4

２．

区分
増減額

（千円）
増減事由別内訳

（千円）
説　　　明 備　　　　　　　考

0 63 236

比 較 0 0 0 △ 100 △ 22 △ 18

0 120 240

前 年 度 0 0 200 200 677 569

本 年 度 0 0 200 100 655

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当 退職手当

（千円） （千円） （千円）

551

△ 207 △ 246

手

当

の

内

訳

区 分
扶養手当 住居手当 通勤手当

時間外
勤務手当

1,002 5,896
比　　較 0 0 0 40 △ 79 △ 39

5,650
前 年 度 0 1 0 2,949 1,945 4,894

（千円） （千円）

本 年 度 0 1 0 2,989 1,866 4,855 795

報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円）

給　与　費　明　細　書

１．

区　　　分

職　員　数 給　与　費 法　 定
福利費

合　計
備　考特別職 一般職
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給料及び手当の状況

職員１人当たり給与

初任給

級別職員数

（級別の基準となる職務）

一般行政職

定期的な業務を行
う及び相当高度な
知識又は経験を必
要とする業務を行

う職務

特に相当高度な知
識又は経験を必要
とする業務を行う

職務

課長補佐及び係長
の職務

課長及び困難な業
務を処理する課長

補佐の職務

参事及び困難な業
務を処理する課長

の職務

区　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

１級 1 100.0

計 1 100.0

３級

２級

令和７年４月１日現在

特別級

５級

４級

１級 1 100.0

計 1 100.0

３級

２級

令和８年４月１日現在

特別級

５級

４級

（３）

区　　　　　分
一般行政職

級 職員数（人） 構成比（％）

高　　校　　卒 200,300 200,300

大　　学　　卒 232,000 232,000

（２）

区　　　　　分
村 国

一般行政職（円） 一般行政職（円）

令和７年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 229,600

平 均 給 与 月 額 （円） 269,400

平 均 年 齢 （歳） 30.0

令和８年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 248,400

平 均 給 与 月 額 （円） 274,936

平 均 年 齢 （歳） 29.0

３．

（１）

区　　　　　分 一般行政職
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昇給

（５） 期末手当・勤勉手当

令和７年４月１日現在

（７） 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

（８） その他の手当

住居手当 国の制度と異なる 対象家賃月額の下限と、手当支給上限額

通勤手当 国の制度に同じ -

区分 一般会計の制度との異同 差異の内容

扶養手当 国の制度に同じ -

一般会計の制度
（支給率等） 27.40500 33.27075 47.70900 47.70900

退職時
特別昇給 備考

支給率等 27.40500 33.27075 47.70900 47.70900

区分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の
加算措置等

一般会計の制度 2.325 2.325 4.650 有

前年度 2.300 2.300 4.600 有

本年度 2.325 2.325 4.650 有

区分
支給期別支給率 支給率計算

（月分）
職制上の段階、職務の
等級による加算措置

備考
６月（月分） １２月（月分）

5号給　（人）

比率（Ｂ）／（Ａ）　（％） 100% 100%

3号給　（人）

4号給　（人）

1

号給数別内訳

1号給　（人） 1 1

2号給　（人）前
年
度

職 員 数 （Ａ）（人） 1 1

昇給に係る職員数 （B）（人） 1

5号給　（人）

比率（Ｂ）／（Ａ）　（％） 100% 100%

3号給　（人）

4号給　（人）

1

号給数別内訳

1号給　（人） 1 1

2号給　（人）本
年
度

職 員 数 （Ａ）（人） 1 1

昇給に係る職員数 （B）（人） 1

（４）

区　　　　　分 合計 事務・技術職 行　　政　　職
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（単位：千円）
１ 固　定　資　産

（１） 有　形　固　定　資　産
イ 構 築 物 188,025

減 価 償 却 累 計 額 △ 37,419 150,606
有 形 固 定 資 産 合 計 150,606
固 定 資 産 合 計 150,606

２ 流　動　資　産
(１) 現 金 預 金 24,048
(２) 未 収 金 8,301

流 動 資 産 合 計 32,349
資 産 合 計 182,955

３ 固　定　負　債
(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 56,302
固 定 負 債 合 計 56,302

４ 流　動　負　債
(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 7,333
(２) 未 払 金 16,786
(３) 引 当 金 478

流 動 負 債 合 計 24,597

５ 繰　延　収　益
（１） 長 期 前 受 金 75,452
（２） 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 27,873

繰 延 収 益 合 計 47,579
負 債 合 計 128,478

６ 資　本　金
(１) 固 有 資 本 金 39,295
(２) 繰 入 資 本 金 8,000

資 本 金 合 計 47,295

７ 剰　余　金
（１） 資　本　剰　余　金

イ そ の 他 資 本 剰 余 金 △ 2,877
資 本 剰 余 金 合 計 △ 2,877

（１） 利　益　剰　余　金
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 10,059

利 益 剰 余 金 合 計 10,059
剰 余 金 合 計 7,182
資 本 合 計 54,477
負 債 ・ 資 本 合 計 182,955

令和8年度　黒滝村下水道事業会計　予定貸借対照表
令和9年3月31日

資　産　の　部

資　本　の　部

負　債　の　部
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（単位：千円）

1　営　業　収　益

(1) 浄 化 槽 使 用 料 10,966 10,966

2　営　業　費　用

(1) 業 務 費 33,158

(2) 総 係 費 7,702

(3) 減 価 償 却 費 6,714

(4) 資 産 減 耗 費 238 47,812

営 業 損 失 36,846

3　営　業　外　収　益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 10

(2) 他 会 計 補 助 金 34,000

(3) 国 庫 補 助 金 402

(4) 長 期 前 受 金 戻 入 6,714 41,126

4　営　業　外　費　用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 1,003 1,003 40,123

経 常 利 益 3,277

5　特　別　損　失

(1) そ の 他 特 別 損 失 2

(2) 過 年 度 損 益 修 正 損 259 261

令和7年度　黒滝村下水道事業会計予定損益計算書
（令和7年4月1日　から　令和8年3月31日まで）
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（単位：千円）
１ 固　定　資　産

（１） 有　形　固　定　資　産
イ 構 築 物 182,680

減 価 償 却 累 計 額 △ 22,794 159,886
有 形 固 定 資 産 合 計 159,886
固 定 資 産 合 計 159,886

２ 流　動　資　産
(１) 現 金 預 金 21,562
(２) 未 収 金 6,216

流 動 資 産 合 計 27,778
資 産 合 計 187,664

３ 固　定　負　債
(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 62,161
固 定 負 債 合 計 62,161

４ 流　動　負　債
(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 7,333
(２) 未 払 金 16,786
(３) 引 当 金 538

流 動 負 債 合 計 24,657

５ 繰　延　収　益
（１） 長 期 前 受 金 66,660
（２） 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 13,248

繰 延 収 益 合 計 53,412
負 債 合 計 140,230

６ 資　本　金
(１) 固 有 資 本 金 39,295
(２) 繰 入 資 本 金 8,000

資 本 金 合 計 47,295

７ 剰　余　金
（１） 資　本　剰　余　金

イ そ の 他 資 本 剰 余 金 △ 2,877
資 本 剰 余 金 合 計 △ 2,877

（１） 利　益　剰　余　金
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 3,016

利 益 剰 余 金 合 計 3,016
剰 余 金 合 計 139
資 本 合 計 47,434
負 債 ・ 資 本 合 計 187,664

令和7年度　黒滝村下水道事業会計　予定貸借対照表
令和8年3月31日

資　産　の　部

資　本　の　部

負　債　の　部
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重要な会計方針

地方公営企業法会計基準を適用し、財務諸表等を作成している

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物　２０～５０年

構築物　２５～６０年

機械及び装置　１０～２０年

車輛運搬具　４～５年

工具器具及び備品　４～６年

引当金の計上方法

退職給付引当金

賞与引当金

貸倒引当金

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し（2）

　令和８年度において、期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給するため、賞
与引当金　３８１千円、法定福利費引当金　７４千円を取り崩す。

（2）

　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基
づき当年度の負担に属する額（翌年度６月に支給する額のうち１２月～３月分に相当する
額）を計上している。

Ⅱ

2

　 本村は、退職手当組合に加入しており、下水道事業は当該組合に掛金を負担している
が、追加的な負担はすべて一般会計において負担しているため、下水道事業会計において退
職給付引当金を計上していない。

（3）

　 債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による方法に基き回収不能見
込み額を算定している。

注記事項

Ⅰ

1

（1）

（1）

3

Ⅲ

（1）

　貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年いな
いに償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、６３，６３５
千円である。
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令和８年度黒滝村下水道事業会計会計予算明細書
収益的収入及び支出

収入
（単位：千円）

区　分 金　額

65,079 63,198 1,881

12,042 12,062 △ 20

浄化槽使用料 12,042 12,062 △ 20 浄化槽使用料 12,042 ・ 現年度分 12,042

53,037 51,136 1,901

受取利息及び配当金 10 10 0 預金利息 10 ・ 預金利息 10

他会計補助金 38,000 44,000 △ 6,000 他会計補助金 38,000 ・ 一般会計補助金 38,000

国庫補助金 402 402 0 国庫補助金 402 ・ 循環型社会形成推進交付金 402

長期前受金戻入 14,625 6,714 7,911 長期前受金戻入 14,625 ・ 長期前受金戻入 14,625

消費税及び地方消費
税還付金

0 10 △ 10

下水道事業収益

営業収益

営業外収益

説　　　明款　項　目 本年度 前年度 比　較
節
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令和８年度黒滝村下水道事業会計会計予算明細書
収益的収入及び支出

支出
（単位：千円）

区　分 金　額

62,345 62,517 △ 172

61,355 61,414 △ 59

業務費 37,328 36,476 852 委託料 33,098 ・ 合併処理浄化槽保守点検委託料 5,852

・ 合併処理浄化槽清掃業務委託料 9,862

・ 合併処理浄化槽し尿運搬・処理委
託料

17,384

手数料 1,530 ・ 浄化槽法定検査手数料 1,530

修繕費 2,700 ・ 修繕費 2,700

総係費 7,693 8,205 △ 512 給料 2,989 ・ 給料 2,989

手当 1,221 ・ 通勤手当 200

・ 時間外勤務手当 100

・ 期末手当 435

・ 勤勉手当 366

・ 地域手当 120

賞与引当金繰入
額

478 ・ 賞与引当金繰入額 405

・ 法定福利費引当金繰入額 73

法定福利費 722 ・ 法定福利費 722

退職給付費 240 ・ 退職手当組合負担金 240

旅費 5 ・ 旅費 5

通信運搬費 30 ・ 郵送料 30

委託料 1,030 ・ 消費税申告支援業務委託料 440

・ 公営企業会計事務支援委託料 590

手数料 59 ・ 口座振替手数料 59

賃借料 814 ・ 財務会計システム使用料 416

・ 電子バンキングサービス利用料 398

下水道事業費用

営業費用

説　　　明款　項　目 本年度 前年度 比　較
節
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区　分 金　額

負担金 5
・ 奈良県浄化槽普及促進協議会負担

金
5

租税公課 100 ・ 租税公課 100

減価償却費 16,334 16,733 △ 399 減価償却費 16,334 ・ 減価償却費 16,334

890 1,003 △ 113

支払利息及び企業債
取扱諸費

890 1,003 △ 113 企業債利息 890 ・ 企業債利息 890

100 100 0

予備費 100 100 0 予備費 100 ・ 予備費 100

営業外費用

予備費

款　項　目 本年度 前年度 比　較
節

説　　　明

15



令和８年度黒滝村下水道事業会計会計予算明細書
資本的収入及び支出

収入
（単位：千円）

区　分 金　額

13,772 13,372 400

4,100 4,200 △ 100

建設改良企業債 4,100 4,200 △ 100 建設改良企業債 4,100 ・ 建設改良企業債 4,100

8,500 0 8,500

他会計補助金 8,500 0 8,500 他会計補助金 8,500 ・ 一般会計補助金（償還金元金分） 8,500

1,172 1,172 0

国庫補助金 1,172 1,172 0 国庫補助金 1,172 ・ 循環型社会形成推進交付金 1,172

0 8,000 △ 8,000

他会計出資金 0 8,000 △ 8,000

支出
（単位：千円）

区　分 金　額

15,839 13,215 2,624

5,880 5,880 0

建設改良費 5,880 5,880 0 委託料 600 ・ 合併処理浄化槽設計業務委託料 600

負担金 780 ・ 合併浄化槽設置事業補助金 780

工事請負費 4,500 ・ 浄化槽設置工事 4,500

9,959 7,335 2,624

企業債元金償還金 9,959 7,335 2,624
建設企業債元金
償還金

9,959 ・ 建設企業債元金償還金 9,959

資本的収入

企業債

他会計補助金

他会計出資金

説　　　明款　項　目 本年度 前年度 比　較
節

国庫補助金

説　　　明

資本的支出

建設改良費

企業債元金償還金

款　項　目 本年度 前年度 比　較
節
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